
水戸市テニス協会規約

第１章   　総則

（名称）

第１条 本会は、水戸市テニス協会と称する。
第２条 本会は、水戸市スポーツ協会の構成団体となる。
(事務所所在地）
第３条 本会は、事務所を理事長宅に置くものとする。
（目的及び事業）
第４条 本会はテニスの健全な普及と発展を期し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  また、目的達成のため次の事業を行う。
　　１ 各方面のテニス団体と相互融和連絡。
　　２ 県内外における大会や会議に対する水戸市代表役員及び代表選手の決定。
　　３ 水戸市民大会及びその他の大会の開催及び協力。
　　４ 本会における功労者の表彰。
　　５ テニスに関する指導研究及び調査。
　　６ その他本会において必要と認める事業。

第２章   会員及び機構

（会員）
第５条 本会の会員は、正会員、賛助会員、特別会員とする。
　　１ 正会員は、水戸市内に居住又は勤務（通学）し、年度初めに会員登録を行った者とする。
　　２ クラブは正会員を持って構成する。
　　３ 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、援助を与える団体及び個人とする。
　　４ 特別会員は、水戸市近郊に居住しテニスに関心を示し、発展向上の基礎となりうる者とする。
　　　（ただし、３・４項については、常任理事会の承認を得た者とする）
第６条 会員が、次のことに該当したときは、会員の資格を失う。

　　本会の名誉を傷つけたり議決事項に違反し、某の理由により理事会の議を経て除名されたとき。

第３章   役員

（役員の定数）
第７条 本会に、次の役員を置く。
　　１ 名誉顧問、顧問　　　若干名
　　２ 会長    　　　　　　　１名

　　３ 副会長 　　　　　　   ２名

　　４ 理事長   　　　　　　 １名
　　５ 副理事長 　　　　　   ２名
　　６ 常任理事　　　　　　 若干名
　　７ 理事    　　　　　　 　若干名
　　８ 監査　　　　　　　　 ２名
　　９ 幹事    　          　         ２名
（選任及び職務）
第８条 会長、副会長は、総会の決議によりこれを決める。
　　１ 会長は、本会の会務を総括する。
　　２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第９条 理事は加盟クラブ・団体・個人からの推薦とし、常任理事は理事の互選とする。
　　１ 常任理事は、理事長を補佐し、会務を掌握する。
　　２ 理事は、会務を審議する。
第 10 条 理事長及び副理事長は、常任理事の互選とする。
　　１ 理事長及び副理事長は、会長の指示を受けて、本会の業務を統括し会務を処理する。
第 11 条 監査は、総会において正会員のなかから選出し、会計を監査する。
第 12 条 幹事は、事務を処理する。
（顧問）
第 13 条 本会に名誉顧問及び顧問を置き、学識経験者のなかから理事会の承認を経て、会長
　　　　がこれを委嘱する。  
　　１ 顧問及び名誉顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じ、会議に出席して意
　　　　　見を述べることが出来る。
（役員の任期）
第 14 条 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。
　　１ 役員は、その任期が満了した場合でも、後任者の就任までその職務を行うものとする。
       ２ 補欠により役員として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

第４章 会議
（会議）
第 15 条 本会の会議は、総会、臨時総会、常任理事会、理事会とする。



（総会）
第 16 条 総会は、毎年度終了後３ヶ月以内に開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、

会長が召集する。
　　１ 総会を招集しようとするときは、原則として開催１０日前までに、会議の目的であ
　　　る議案、日時、場所を記載した書面により会員に通知しなければならない。
第 17 条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
　　１ 規約の変更に関する事項
　　２ 事業計画に関する事項
　　３ 歳入、歳出の予算に関する事項
　　４ 事業報告及び決算に関する事項
　　５ その他重要な事項
第 18 条 常任理事会は、会長、副会長、理事長及び常任理事をもって構成する。
　　１ 常任理事会は、理事会から委任された事項及び本会の重要事項を処理する。
第 19 条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
　　１ 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の３分の２以上の者が会議目的である事
　　　 項を示して 請求のあったとき会長は遅滞なく開く。
　　２ 会議は、定員の２分の１以上出席しなければ開催することが出来ない。
　　　 議事は、出席者の過半数のとき議長の決定による。
第 20 条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。
　　１ 諸規定の制定及び改廃
　　２ 総会から委任された事項
　　３ 総会に付議する事項
　　４ その他必要と認める事項
第 21 条 理事長は、理事会の議決を経た業務について専決することができる。

 （会議の運営）
第 22 条 会議は、議長に会長があたり、会長事故あるときは副会長がその職務を代理する。
第 23 条 会議は、委任状を含めて構成員の２分の１以上の者が出席しなければ開催することが
　　　　出来ない。ただし、同一事項について、２回以上召集しても定員数に達しないときは、  
　　　　この限りではない。

第５章 　会計
（経費とその保管）
第 24 条 本会の経費は、加盟団体の負担金、スポーツ協会補助金、寄付金及びその他の収入を
　　　　もってこれにあてる。
第 25 条 本会の経費は、会長が所管する。
第 26 条 本会の毎年度の剰余金は、これを次年度に繰り越す。
（会計年度）
第 27 条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。
第 28 条 本会は、毎年総会前に監査による会計監査を行うものとする。

第６章 　補則
第 29 条 会長は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項を定めることが
できる。
（付則）　この規約は、昭和４４年４月１日から施行する。
この規約は、昭和４４年５月１４日から一部改正する。
この規約は、昭和６１年４月１１日一部改正する。
この規約は、平成３１年４月２７日一部改正する。


